
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外ケース内に収容された、ローラおよびその保持枠からなる戸車本体が、略上下方向に沿
う方向に位置調整可能に支持されているとともに、前記外ケース内において前記室内外方
向にスライド用間隙を有する状態で収容され室内外方向にも位置調整可能に支持された二
次元調整戸車であって、
　前記戸車本体の保持枠を貫いて外ケースの側壁間に横架された室内外方向配置の支軸に
よって前記戸車本体を回動可能に支持するとともに、前記保持枠の背面壁に対して直接ま
たは間接的に先端が当接する上下方向調整ネジを設け、この上下方向調整ネジの前後進調
整に伴う前記戸車本体の回動位置調整により前記戸車本体を略上下方向に位置調整可能と
し、
　前記支軸に対して、前記戸車本体と係合して一体的にスライド動作するとともに、縦方
向の長孔溝を有する作動ブロック片を設ける一方、レール方向の回転中心軸をもって回転
自在とされる室内外方向調整部材を設け、この室内外方向調整部材の作動ブロック片側の
面に前記回転中心軸から偏心した位置に前記作動ブロック片の縦方向長孔溝に係合する偏
心突起を設け、前記室内外方向調整部材の回転調整により前記作動ブロック片を支軸方向
にスライドさせ、前記戸車本体を室内外方向に位置調整可能としたことを特徴とする二次
元調整戸車。
【請求項２】
前記室内外方向調整部材は本体部分の周面に正多角形状部を有し、両側に配された弾発部
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材が前記正多角形状部の両側面へ夫々押圧接触することにより前記室内外方向調整部材の
固定保持を行う請求項１記載の二次元調整戸車。
【請求項３】
前記弾発部材は、前記外ケースの側壁に離間を空けて一対の縦方向スリットを形成すると
ともに、これら両縦方向スリットに挟まれた離間部の上下端の一方を縁切りすることによ
り形成した片持ち梁状の弾発片である請求項２記載の二次元調整戸車。
【請求項４】
前記室内外方向調整部材と外ケースとの当接接触面部において、一方の側に噛合爪を形成
するとともに、他方の側に周方向に亘って前記噛合爪が係合する噛合爪受け部を形成し、
かつ前記室内外方向調整部材を戸車本体側に付勢して設けてある請求項１記載の二次元調
整戸車。
【請求項５】
前記作動ブロック片から延在して前記保持枠の一部に係止し、戸車本体を外ケース内に収
容保持する係止用舌片を形成してある請求項１～４ 記載の二次元調整戸
車。
【請求項６】
前記保持枠の背面壁と上下方向調整ネジ先端との間に、下端側の室内外方向回動軸をもっ
て回動自在とされる保持枠押え板を介在させた請求項１～５ 記載の二次
元調整戸車。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、たとえば引違い障子等において、障子を円滑に開閉できるように、上下方向
調整機構および室内外方向調整機構を同時に兼ね備えた二次元調整戸車に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、片引き・引き違い形式の戸または障子等に対しては、開閉時の滑り抵抗を軽
減し開閉操作を円滑化するために、その下端面に対して戸車が設けられている。
　かかる戸車に関しては、従来より建付け後に戸または障子等を上下方向に調整し得るよ
うにしたものが提案されている。
　その一例を紹介すると、図３２に示されるように、ローラ５０を内枠５１と外枠５２と
からなる保持枠５３により保持し、前記外枠５２から貫通状態で設けられた上下方向調整
ネジ５４を前記内枠５１に対して螺合させ、この上下方向調整ネジ５４を回して内枠５１
をレール方向にスライドさせることにより、戸または障子を上下方向に調整可能としてい
る。具体的には、前記内枠５１にローラ５０のローラ軸５０ａを保持するための斜め方向
溝５１ａを形成するとともに、外枠５２にローラ軸５０ａを保持する鉛直方向溝５２ａを
形成し、前記ローラ５０を前記内枠５１に装着した状態で外枠５２を嵌め込むことにより
、これら両溝５１ａ、５２ａの交差部によってローラ軸５０ａを保持するように構成し、
前記上下方向調整ネジ５４を回して前記内枠５１をレール方向にスライドさせると、内枠
５１の斜め方向溝５１ａにガイドされてローラ５０が上下方向に移動し、相対的に障子ま
たは戸全体が上下方向に移動調整可能となっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　すなわち、従来より提供されている戸車は、前述のように鴨居等に対する係合具合を調
整するため、上下方向には調整可能となっているものの、戸または障子等の建付け、建込
み時の調整不具合や、経時的に生ずる障子自体の反り・変形等により、内障子と外障子と
の召合せ部等が接触したり、衝突したりする不具合が生じたとしても、室内外方向の調整
は一切できない構造となっている。
【０００４】
　そこで、本発明の主たる課題は、召合せ部等の接触・衝突を無くして障子または戸を円
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滑に開閉し得るように、室内外方向にも位置調整可能とした二次元調整戸車を提供するこ
とにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために本発明は、外ケース内に収容された、ローラおよびその保持
枠からなる戸車本体が、略上下方向に沿う方向に位置調整可能に支持されているとともに
、前記外ケース内において前記室内外方向にスライド用間隙を有する状態で収容され室内
外方向にも位置調整可能に支持された二次元調整戸車であって、
　前記戸車本体の保持枠を貫いて外ケースの側壁間に横架された室内外方向配置の支軸に
よって前記戸車本体を回動可能に支持するとともに、前記保持枠の背面壁に対して

先端が当接する上下方向調整ネジを設け、この上下方向調整ネジの前後進調
整に伴う前記戸車本体の回動位置調整により前記戸車本体を略上下方向に位置調整可能と
し、
　前記支軸に対して、前記戸車本体と係合して一体的にスライド動作するとともに 方
向の長孔溝を有する作動ブロック片を設ける一方、レール方向の回転中心軸をもって回転
自在とされる室内外方向調整部材を設け、この室内外方向調整部材の作動ブロック片側の
面に前記回転中心軸から偏心した位置に前記作動ブロック片の縦方向長孔溝に係合する偏
心突起を設け、前記室内外方向調整部材の回転調整により前記作動ブロック片を支軸方向
にスライドさせ、前記戸車本体を室内外方向に位置調整可能としたことを特徴とするもの
である。
【０００６】
　この場合に、前記室内外方向調整部材は本体部分の周面に正多角形状部を有し、両側に
配された弾発部材が前記正多角形状部の両側面へ夫々押圧接触することにより前記室内外
方向調整部材の固定保持を行うようにするのが望ましい。また、前記弾発部材は、前記外
ケースの側壁に離間を空けて一対の縦方向スリットを形成するとともに、これら両縦方向
スリットに挟まれた離間部の上下端の一方を縁切りすることにより形成した片持ち梁状の
弾発片とすることができる。
【０００７】
　また、前記室内外方向調整部材と外ケースとの当接接触面部において、一方の側に噛合
爪を形成するとともに、他方の側に周方向に亘って前記噛合爪が係合する噛合爪受け部を
形成し、かつ前記室内外方向調整部材を戸車本体側付勢して設けてある構造とすることも
できる。
【０００８】
　一方、前記作動ブロック片から延在して前記保持枠の一部に係止し、戸車本体を外ケー
ス内に収容保持する係止用舌片を形成することにより、建て付け時に戸車本体が垂れ下が
るのを防止できるため建て付け作業が容易となる。また、前記保持枠の背面壁と上下方向
調整ネジ先端との間に、下端側の室内外方向回動軸をもって回動自在とされる保持枠押え
板を介在させることにより、保持枠を偏圧することなく均一に押圧保持できるようになる
。
【０００９】
　本発明においては、戸または障子等の建付け、建込み時に内・外の戸・障子等の召合せ
部が接触したり、または衝突する場合などは、ドライバーなどの手工具類により、前記室
内外方向調整部材を回転させることにより、戸車本体を室内外方向に位置調整できるため
、かかる不具合を簡単に修正することができる。また、経時変化により、その後に戸また
は障子等に反りや変形が生じ、障子同士が接触するようになった場合でも、居住者が簡単
にこれを修正することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳述する。
〔第１実施形態例〕

10

20

30

40

50

(3) JP 3681139 B2 2005.8.10

直接ま
たは間接的に

、縦



　図１は本発明に係る二次元調整戸車１の側面図、図２は図１の II－ II線矢視図、図３は
図１の III － III 線矢視図、図４は分解図、図５は組立後の縦断面図である。
　本発明に係る二次元調整戸車（以下、単に調整戸車という。）１は、主に外ケース２と
、ローラ５およびローラ保持枠４からなる戸車本体３と、前記戸車本体３を外ケース２に
対して回動可能に支持する支軸９と、前記ローラ保持枠４の背面壁に対して先端が当接す
るように配置され、前後進調整により戸車本体３の上下方向調整を行うための上下方向調
整ネジ８と、前記戸車本体３と係合しながら前記支軸９に挿通支持され戸車本体３と共に
室内外方向にスライド動作する作動ブロック片６と、この作動ブロック片６を室内外方向
にスライド移動させるための室内外方向調整部材７とにより構成される。
【００１１】
　前記外ケース２は、詳細には図６～図９に示されるように、ポリアミド等の樹脂により
製造された型成形品であり、下側に開口する戸車本体３収容のための内空部２ａを有し、
障子の側端面側（以下、障子端側という。）の側壁部に上下方向調整ネジ８の設置部、お
よび 方向調整部材７の設置部を有する。また、室内外方向に対面する両側壁には戸
車本体３を回動支持する支軸９のための保持孔１９、１９が形成され、障子端側の上部お
よび他端側の下面には障子への取付けのためにビス孔を有する突出片１１、１２が形成さ
れている。
【００１２】
　さらに詳述すると、外ケース２の障子端側の側壁上部位置には上下方向調整ネジ８の取
付け孔１３（以下、ネジ取付け孔という。）と、前記上下方向調整ネジ８に螺合されるナ
ット１０のためのナット嵌設孔１４とが水平方向に連続して形成されている。具体的には
、前記ネジ取付け孔１３は側方に開口するやや大径のネジ頭部孔１３ａと、このネジ頭部
孔１３ａの底壁に形成されたネジ軸孔１３ｂとからなり、前記ネジ軸孔１３ｂの中間位置
に側方に開口するナット１０の嵌設孔１４が形成されており、図４に示されるように、前
記ナット嵌設孔１４にナット１０を装設した状態で上下方向調整ネジ８を螺入することに
より設置する。また、上下方向調整ネジ８の先端部相当位置には側方に開口する窓１６が
形成されており、前記上下方向調整ネジ８を螺設した後、前記窓１６からペンチ等を挿入
して上下方向調整ネジ８のネジ山を潰すことにより抜け止め処理が行えるようにしてある
。
【００１３】
　また、前記ネジ取付け孔１３の下方位置には、室内外方向調整部材７の取付け孔１７（
以下、カム取付け孔という。）が形成されているとともに、このカム取付け孔１７の隣接
位置には側壁に離間を空けて一対の縦方向スリットを形成するとともに、これら両縦方向
スリットに挟まれた離間部の上下端の一方、本例では上端を縁切りすることにより、側壁
のそれぞれに片持ち梁状の弾発片１８、１８が形成されている。
【００１４】
　一方、前記室内外方向調整部材７は、 図１４および図１５に示されるように、外
ケース２の前記 取付け孔１７に対して嵌合する嵌合頭部２６と、外ケース の弾発片
１８、１８と接触係合する六角形状部２７と、回転中心軸Ｌから距離Ｓだけ偏心した位置
に設けられた偏心突起２８とから構成されており、前記嵌合頭部２６が前記 取付け孔
１７に嵌合した状態で取り付けられる。そして、図１６に示されるように、前記外ケース
２の弾発片１８、１８が前記六角形状部２７の両側面に夫々に押圧接触することにより、
室内外方向調整部材７が４５°回転毎に固定保持されるようになっている。
【００１５】
　次いで、前記戸車本体３は、図１０および図１１に示されるように、ローラ５と、この
ローラ５を回転軸２１により回転自在に支持するローラ保持枠４とからなる。前記ローラ
保持枠４は、金属板の成形により略断面コ字状に加工された部材であり、前記回転軸２１
の対辺側上部には、ローラ保持枠４の上面端から延在して垂下する突出片４ｃにより上下
方向調整ネジ８の先端が当接するやや変断面形状の背面壁２９（本明細書では、戸車本体
３が外ケース２から突出する回転方向を正方向と考えているため、その反対面側を背面側
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としている。）が形成されている。また、その下方側には対峙する両壁面の一部が膨出し
て突出部４ａが形成され、該突出部４ａに支軸９が挿通するための通孔４ｂが形成されて
いる。
【００１６】
　また、前記突出部４ａの上部位置には、両壁面から延在して左右一対の受け係止片４ｄ
、４ｄが設けられ、後述の作動ブロック片６の係止用舌片２４が係止することにより、障
子への組付け状態で前記戸車本体３が下方向に垂れ下がらないように保持するようになっ
ている。
【００１７】
　一方、作動ブロック片６は図１２および図１３に示されるように、ブロック本体２３と
、このブロック本体２３下面よりＵ字状に延在する係止用舌片２４とからなり、前記ブロ
ック本体２３には水平方向に貫通する支軸９が挿通される通孔２３ａが形成されていると
ともに、背面側上部には縦方向に長い長孔溝２５が形成されている。
【００１８】
　外ケース２に対する組み込みは、図４に示されるように、作動ブロック片６を前記戸車
本体３の一対の突出部４ａ、４ａの間に装入し、 保持枠４の通孔４ｂと作動ブロッ
ク片６の通孔２３ａとを連続させた状態としたまま、これら戸車本体３と作動ブロック片
６とを外ケース２の内空部２ａに装入し、外ケース２の側部から支軸９を前記通孔４ｂ、
通孔２３ａを通して挿通し、対壁面側で先端をカシメて固定する。組み込み状態では、戸
車本体３は、図３に示されるように、外ケース２との間にスライド用間隙Ｈ 1  、Ｈ 2  を有
する状態で外ケース２内に収容され、外ケース２内に横架される前記支軸９をスライド軸
として室内外方向に移動自在となっている。また、図５にも示されるように、作動ブロッ
ク片６の長孔溝２５に前記室内外方向調整部材７の偏心突起２８が嵌入するとともに、作
動ブロック片６の係止用舌片２４の先端が前記 保持枠４の受け係止片４ｄ、４ｄに
対して係止し戸車本体３が垂れ下がらないように保持している。
【００１９】
　かかる調整戸車１を障子下面の凹部に装着した状態で、障子の上下方向調整を行う場合
には、上下方向調整ネジ８をネジ回し等の工具を用いて左右方向の一方に回転させて戸車
本体３の上下方向位置を調整する。前記上下方向調整ネジ８は位置固定のナット１０に螺
入されてあり、前記上下方向調整ネジ８を右方向に回転させると、上下方向調整ネジ８は
螺進し戸車本体３の背面壁２９を押し、戸車本体３を支軸９回りに回転させる。図１に示
すように、戸車本体３が下方に下がれば相対的に障子が上方に移動する。また、前記上下
方向調整ネジ８を左方向に回転させると、逆に戸車本体３が外ケース２内に潜り込むよう
に回動するため障子が下方に移動される。
【００２０】
　また、室内外方向調整を行う場合には、室内外方向調整部材７を左右方向の一方に回転
させて行う。図１６に示されるように、作動ブロック片６の長孔溝２５に対して室内外方
向調整部材７の偏心突起２８が嵌入状態にあり、室内外方向調整部材７を回転させると、
前記偏心突起２８が室内外方向調整部材７の中心軸Ｌ回りに移動する。この偏心突起２８
の移動に伴って作動ブロック片６が室内外方向に移動されるとともに、この作動ブロック
片６と一体的にスライド動作するように係合された戸車本体３が室内外方向に移動される
。室内外方向の調整可能量は、偏心突起２８の偏心量Ｓに相当し、±Ｓの距離の調整が可
能である。前記室内外方向調整部材７は、外ケース２の弾発片１８との接触部形状を正六
角形としてあるため、調整段階は＋Ｓ、＋１／２Ｓ、０、－１／２Ｓ、－Ｓの５段階とな
るが、もう少し微妙な調整を可能としたいならば、図１７に示されるように、弾発片１８
に接触する部分を正１２角形状とした室内外方向調整部材７’とすることもできる。この
場合には３０°回転時毎に弾発片１８によって固定保持されるようになるため、７段階の
調整が可能となる。
【００２１】
　なお、外ケース２の障子端側には、図２にも示されるように、上下方向調整の調整方向
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表示、および室内外方向調整の調整方向表示が刻印されており調整方向を間違えずに行え
るようにしてあり、調整後には見栄えのためにキャップ２０が設けられるようになってい
る。
【００２２】
　ところで、障子または 嵌め込まれる鴨居等の上枠においては、室内外方向に障子ま
たは戸が移動されることに伴い、レールを室内外方向に移動調整可能としている。具体的
には、図１８に示されるように、鴨居３０に対してビス３１により取り付けられるレール
３２のビス孔３２ａを室内外方向の所謂バカ孔としておき、レール３２を室内外方向に移
動調整できるようにしている。また、図１９に示されるように、ビス配設部位にＵ字状切
欠きを有する左右一対のレール半割部材３３Ａ、３３Ｂを用い、これらレール半割部材３
３Ａ、３３Ｂの位置をそれぞれ調整した後、ビス３１により固定することでもよい。
【００２３】
〔第２実施形態例〕
　図２０は本発明の第２例に係る二次元調整戸車１’の側面図、図２１は図２０のＡ－Ａ
線矢視図、図２２は図２０のＢ－Ｂ線矢視図、図２３は分解図、図２４は組立後の縦断面
図である。以下、第１例と同一機能のものについては前記第１例と同じ符号を付し説明は
省略する。
　本第２例に係る調整戸車１’は、主に外ケース２と、ローラ５およびローラ保持枠４か
らなる戸車本体３と、前記戸車本体３を外ケース２に対して回動可能に支持する支軸９と
、前記ローラ保持枠４の背面壁に対して先端が当接するように配置され、前後進調整によ
り戸車本体３の上下方向調整を行うための上下方向調整ネジ８と、前記戸車本体３と係合
しながら前記支軸９に挿通支持され戸車本体３と共に室内外方向にスライド動作する作動
ブロック片 と、この作動ブロック片 を室内外方向にスライド移動させるための室
内外方向調整部材 と、前記 保持枠４の背面壁と上下方向調整ネジ８先端との間
に、下端側の室内外方向回動軸をもって回動自在とされる保持枠押え板３６とにより構成
される。
【００２４】
　基本的構成は前記第１例と同じであるが、第１例と異符号を付した部材、具体的には作
動ブロック片 、室内外方向調整部材 に対して若干の変更を加えてあり、新たに保
持枠押え板３６を設けた点が異なる。
【００２５】
　以下、第１例と異なる構成部分を中心に詳述する。
　前記作動ブロック片３４は、詳細には図２８および図２９に示されるように、ブロック
本体が面スリット３４ｃによって、木口側から見て前部ブロック３４Ｂと後部ブロック３
４Ａとに分割され、ブロック本体の下部には支軸９が挿通される通孔３４ａが形成されて
いる。また、ブロック本体の下部前側から１／４円弧状に 保持枠４に係止して外ケ
ース２内に収容保持するための係止用舌片３４Ｃが形成されているとともに、前記後部ブ
ロック３４Ａの木口面側（背面側）には偏心突起２８が係合する縦方向長孔溝２５が形成
されている。
【００２６】
　一方、前記室内外方向調整部材３５は、図３０および図３１に示されるように、外ケー
ス２の 取付け孔１７に対して嵌合する嵌合軸部３５ と、ネジ回し用溝孔が形成され
た操作部３５Ｂと、回転中心軸Ｌから距離Ｓだけ偏心した位置に設けられた偏心突起２８
と、前記作動ブロック片３４の前部ブロック３４Ｂが係合して、該室内外方向調整部材３
５全体を戸車本体３側に付勢するための受け係合片３５Ｃとから構成されている。また、
前記操作部３５Ｂの戸車本体３側の面には、左右一対の噛合爪３５ａ、３５ａが形成され
ている。
【００２７】
　他方で、外ケース２における前記室内外調整部材３５の取付け部には、図２５および図
２６に示されるように、 取付け孔１７の木口側周囲に対して、周方向に沿って多数の
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噛合爪受け部１７ａ，１７ａ…が形成されており、前記室内外調整部材３５の噛合爪３５
ａ、３５ａが係合するようになっている。
【００２８】
　組立は、図２３に示されるように、室内外方向調整部材３５を 取付け孔１７部に装
着する一方、作動ブロック片３４を前記戸車本体３の一対の突出部４ａ、４ａの間に装入
し、 保持枠４の通孔４ｂと作動ブロック片３４の通孔３４ａとを連続させた状態の
まま、これら戸車本体３と作動ブロック片３４とを外ケース２の内空 装入し、外ケー
ス２の側部から支軸９を前記通孔４ｂ、通孔３４ａを通して挿通し、対壁面側で先端をカ
シメて固定する。組み込み状態では、図２４に示されるように、作動ブロック片３４の面
スリット３４ｃの間に室内外方向調整部材３５の受け係合片３５Ｃが挿入位置し、作動ブ
ロック片３４の前部ブロック３４Ｂの弾性力によって室内外方向調整部材３５全体が戸車
本体３側に付勢されている。また、作動ブロック片３４の縦方向長孔溝２５に対して室内
外方向調整部材３５の偏心突起２８が嵌入し、作動ブロック片３４の係止用舌片３４Ｃの
先端幅広部３４ｄが 保持枠４の下面側に係止し、戸車本体３が垂れ下がらないよう
に外ケース２内に収容保持されている。
【００２９】
　したがって、室内外方向調整部材３５を左右方向の一方に回転させると、前記偏心突起
２８が室内外方向調整部材３５の中心軸Ｌ回りに移動する。この偏心突起２８の移動に伴
って作動ブロック片３４が室内外方向に移動されるとともに、この作動ブロック片３４と
一体的にスライド動作するように係合された戸車本体３が室内外方向に移動される。
【００３０】
　他方で、本第２例においては、前記 保持枠４の背面壁と上下方向調整ネジ８先端
との間に、下端側の室内外方向回動軸をもって回動自在とされる保持枠押え板３６を介在
させている。前記保持枠押え板３６は、図２３に示されるように、方形板３６ａの一側が
わ両端部に突起軸３６ｂ、３６ｂを備えたもので、取付けは外ケース２の側面に形成され
た装入孔２ｂより外ケース２内に装入する。前記保持枠押え板３６の設置状態時には、前
記装入孔２ｂの端部に形成された軸保持部２ｃ、２ｃに対して保持枠押え板３６の突起軸
３６ｂ、３６ｂが係合し、前記突起軸３６ｂ、３６ｂを回転中心軸として回動するように
なっている。したがって、図２７に示されるように、上下方向調整時に、上下方向調整ネ
ジ８を螺入させて戸車本体３を下方向に回動させた際には、共に回動して 保持枠４
の背面を均一に押圧する。
【００３１】
　なお、本第２例において、前記上下方向調整ネジ８は、第１例のようにナット部材１０
を用いることなく外ケース２の本体に形成された雌ネジ孔２ｄに対して直接螺入されてい
る。
【００３２】
【発明の効果】
　以上詳説のとおり、本発明に係る調整戸車によれば、戸または障子を室内外方向にも移
動調整できるため、召合せ部等の接触・衝突を無くして、常に障子または戸を円滑に開閉
し得る状態に維持できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１例に係る調整戸車１の側面図である。
【図２】　図１の II－ II線矢視図である。
【図３】　図１の III － III 線矢視図である。
【図４】　分解図である。
【図５】　組立後の縦断面図である。
【図６】　外ケース２の側面図である。
【図７】　外ケース２の縦断面図である。
【図８】　図６の VIII－ VIII線矢視図である。
【図９】　図６の IX－ IX線矢視図である。
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【図１０】　戸車本体３の側面図である。
【図１１】　戸車本体３の正面図である。
【図１２】　作動ブロック片６の側面図である。
【図１３】　作動ブロック片６の背面図である。
【図１４】　室内外方向調整部材７の正面図である。
【図１５】　室内外方向調整部材７の平面図である。
【図１６】　室内外方向調整部材７の作動状態説明図である。
【図１７】　他の室内外方向調整部材例の正面図である。
【図１８】　本発明調整戸車に対応した鴨居用レールの断面図である。
【図１９】　本発明調整戸車に対応した鴨居用レールの断面図である。
【図２０】　本発明の第２例に係る調整戸車１’の側面図である。
【図２１】　図２０のＡ－Ａ線矢視図である。
【図２２】　図２０のＢ－Ｂ線矢視図である。
【図２３】　分解図である。
【図２４】　組立後の縦断面図である。
【図２５】　外ケース２の正面図である。
【図２６】　 取付け孔１７部の縦断面図である。
【図２７】　戸車本体３の回動操作状態図である。
【図２８】　作動ブロック片３４の側面図である。
【図２９】　作動ブロック片３４の正面図である。
【図３０】　室内外方向調整部材３５の平面図である。
【図３１】　室内外方向調整部材３５の側面図である。
【図３２】　従来の戸車の側面図である。
【符号の説明】
　１・１’…調整戸車、２…外ケース、３…戸車本体、４…ロー 保持枠、５…ロー 、
６・３４…作動ブロック片、７・３５…室内外方向調整部材、８…上下方向調整ネジ、９
…支軸、１０…ナット ８…弾発片、２４・３４Ｃ…係止用舌片、２５…長孔溝、２７
…正六角形状部、２８…偏心突起、３６…保持枠押え板
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】
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